
問い合わせ

　社会教育課　社会教育係（☎内線４５２）

令和４（２０２２）年度以降の
太宰府市成人式について

問い合わせ　総務課　庶務法制係（☎内線547）

平和の願いを込めて
～サイレン吹鳴と平和記念展開催～

〖
サ
イ
レ
ン
に
平
和
の
願
い
を
込

め
て
１
分
間
の
黙
と
う
を
捧
げ
ま

し
ょ
う
〗

　

広
島
・
長
崎
の
平
和
記
念
日
と

終
戦
記
念
日
に
サ
イ
レ
ン
を
吹
鳴

し
ま
す
。
火
災
と
お
間
違
え
に
な

ら
な
い
よ
う
ご
注
意
く
だ
さ
い
。

サ
イ
レ
ン
吹
鳴
日
時

・
８
月
６
日
㈫
⎝
広
島
平
和
記
念

日
⎠　

午
前
８
時
15
分

・
８
月
９
日
㈮
⎝
長
崎
平
和
記
念

日
⎠　

午
前
11
時
２
分

・
８
月
15
日
㈭
⎝
終
戦
記
念
日
⎠　

正
午

〖
平
和
祈
念
展
〗

　

戦
争
の
悲
惨
さ
と
平
和
の
尊
さ

を
後
世
に
伝
え
る
た
め
、
広
島
・

長
崎
に
お
け
る
原
爆
投
下
の
パ
ネ

ル
な
ど
を
展
示
し
ま
す
。

期
間　

８
月
３
日
㈯
∼
15
日
㈭

場
所　

い
き
い
き
情
報
セ
ン
タ
ー

２
階
市
民
ギ
ャ
ラ
リ
ー

　

昨
年
６
月
13
日
に
、
成
人
年
齢

を
20
歳
か
ら
18
歳
に
引
き
下
げ
る

こ
と
な
ど
を
内
容
と
す
る
、
民
法

の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
が
成
立

し
、
令
和
４
⎝
２
０
２
２
⎠
年
４

月
１
日
か
ら
施
行
さ
れ
ま
す
。

　

そ
こ
で
、
民
法
改
正
後
の
成
人

式
の
対
象
年
齢
に
つ
い
て
本
市
で

は
、
民
法
改
正
後
は
「
20
歳
の
つ

ど
い
⎝
仮
称
⎠
」
と
し
て
、
こ
れ

ま
で
ど
お
り
20
歳
を
対
象
で
実
施

し
ま
す
。

〖
主
な
理
由
〗

・
18
歳
で
実
施
す
る
場
合
、
移

行
年
度
に
年
齢
の
異
な
る
人

⎝
18
歳
∼
20
歳
⎠
が
対
象
と
な

り
、
準
備
作
業
な
ど
で
問
題
や

混
乱
が
生
じ
る
可
能
性
が
あ
る

た
め

・
18
歳
の
多
く
が
高
校
３
年
生
で

あ
り
、
受
験
勉
強
や
就
職
活
動

な
ど
、
進
路
の
選
択
に
関
わ
る

大
事
な
時
期
に
あ
た
る
こ
と
か

ら
、
本
人
に
も
家
族
に
も
大
き

な
負
担
が
か
か
り
、
参
加
者
減

に
つ
な
が
る
可
能
性
が
あ
る
た

め
・
飲
酒
・
喫
煙
な
ど
の
一
部
権
利

は
18
歳
で
認
め
ら
れ
ず
、
20
歳

が
す
べ
て
の
年
齢
制
限
が
な
く

な
る
区
切
り
の
年
齢
で
あ
る
た
め

受
付
期
間　

８
月
８
日
㈭
∼
30
日

㈮
ま
で
⎝
第
３
土
曜
と
日
曜
を

除
く
⎠

受
付
時
間　

午
前
８
時
30
分
∼
午

後
５
時

※

８
月
16
日
㈮
・
21
日
㈬
は
午
後

８
時
ま
で

※

８
月
10
日
㈯
・
24
日
㈯
は
午
前

９
時
∼
正
午
ま
で

場
所　

国
保
年
金
課
⎝
１
階
６
番

窓
口
⎠

注
意
事
項

○
現
在
お
持
ち
の
医
療
証
は
、
10

月
１
日
以
降
は
使
用
で
き
ま
せ

ん
。

○
現
在
、
医
療
証
を
お
持
ち
の
人

で
、
受
付
開
始
日
ま
で
に
更
新

の
案
内
が
届
か
な
い
場
合
は
ご

連
絡
く
だ
さ
い
。

　

児
童
扶
養
手
当
は
、
ひ
と
り
親

家
庭
な
ど
の
生
活
の
安
定
を
図

り
、
自
立
を
支
援
す
る
制
度
で
す
。

対
象　

父
ま
た
は
母
の
い
な
い

⎝
父
ま
た
は
母
が
一
定
の
障
が

い
を
持
つ
場
合
を
含
む
⎠
、
18
歳

に
達
し
た
後
最
初
の
３
月
31
日

ま
で
の
間
に
あ
る
児
童
⎝
一
定

の
障
が
い
が
あ
る
場
合
は
20
歳

に
達
す
る
月
ま
で
⎠
を
監
護
し

て
い
る
父
お
よ
び
母
ま
た
は
養

育
者

※

児
童
扶
養
手
当
よ
り
も
高
額
の

公
的
年
金
を
受
け
て
い
る
人
を

除
く
。

※

父
以
外
の
受
給
者
で
、
平
成
15

年
４
月
１
日
時
点
で
手
当
の
支

給
要
件
に
該
当
し
て
か
ら
５
年

を
経
過
し
て
い
る
と
き
を
除

く
。

支
給
額 

⎝
４
月
か
ら
改
定)

○
１
人
目　

月
額
１
万
１
２
０
円
∼
４
万

２
‚
９
１
０
円
⎝
所
得
に
よ
り
決

定
さ
れ
、
本
人
ま
た
は
同
居
の

扶
養
義
務
者
の
所
得
が
制
限
額

以
上
の
場
合
は
支
給
さ
れ
ま
せ

ん
。
⎠

○
２
人
目

全
部
支
給
１
万
１
４
０
円
加
算

一
部
支
給
停
止
１
万
１
３
０
円

∼
５
‚
０
７
０
円
加
算

○
３
人
目
以
降

全
部
支
給
６
‚
０
８
０
円
加
算

一
部
支
給
停
止
６
‚
０
７
０
円
∼

３
‚
０
４
０
円
加
算

※

父
ま
た
は
母
で
あ
る
受
給
者
に

対
す
る
手
当
は
、
手
当
の
支
給

開
始
か
ら
５
年
、
ま
た
は
支
給

要
件
に
該
当
し
た
日
か
ら
７
年

を
経
過
す
る
と
手
当
の
２
分
の

１
が
支
給
停
止
と
な
り
ま
す

が
、「
一
部
支
給
停
止
適
用
除
外

事
由
届
出
書
」
と
必
要
書
類
等

を
提
出
期
間
内
に
提
出
す
る
こ

と
に
よ
っ
て
適
用
除
外
と
な
り

ま
す
。

児
童
扶
養
手
当
現
況
届
に
つ
い
て

　

児
童
扶
養
手
当
の
受
給
権
者

⎝
支
給
停
止
者
を
含
む
⎠
は
毎
年
８

月
に
現
況
届
の
提
出
が
必
要
で

す
。
本
年
度
も
事
前
に
お
知
ら
せ

す
る
通
知
を
ご
確
認
の
う
え
、
届

け
出
を
し
て
く
だ
さ
い
。

対
象　

心
身
に
障
が
い
が
あ
る
20

歳
未
満
の
児
童
⎝
障
が
い
の
状
態

で
該
当
し
な
い
場
合
あ
り
⎠
を
監

護
し
て
い
る
父
か
母
ま
た
は
養

育
者

※

児
童
が
障
が
い
を
事
由
と
す
る

公
的
年
金
を
受
け
て
い
る
人
を

除
く
。

支
給
額 

⎝
４
月
か
ら
改
定)

○
重
度
障
が
い
児

１
人
に
つ
き

月
額
５
２
‚
２
０
０
円

○
中
度
障
が
い
児

　

特
別
児
童
扶
養
手
当
は
、
精
神
ま
た
は
身
体
に
障
が
い
が
あ
る
児
童
の
福

祉
の
増
進
を
図
る
こ
と
を
目
的
と
し
た
制
度
で
す
。

　

児
童
扶
養
手
当
受
給
者
の
う
ち
、
未
婚
の
ひ
と
り
親(※

)

に
対
し
、
令

和
元
年
度
に
臨
時
・
特
別
の
措
置
と
し
て
、
給
付
金
が
支
給
さ
れ
ま
す
。

　

オ
レ
ン
ジ
色
の
医
療
証
を
お
持
ち
の
人
へ
、
７
月
末
に
更
新
の
案
内

を
発
送
し
て
い
ま
す
。
必
要
書
類
な
ど
を
準
備
の
う
え
、
期
間
内
に
手

続
き
を
行
っ
て
く
だ
さ
い
。

　

な
お
、
一
部
の
人
に
つ
い
て
は
郵
送
で
の
申
請
が
可
能
で
す
の
で
、

更
新
の
案
内
を
ご
確
認
く
だ
さ
い
。

１
人
に
つ
き

月
額
３
４
‚
７
７
０
円

※

本
人
、
そ
の
配
偶
者
ま
た
は
同

居
の
扶
養
義
務
者
の
所
得
が
制

限
額
以
上
の
場
合
は
支
給
さ
れ

ま
せ
ん
。

所
得
状
況
届
に
つ
い
て

　

特
別
児
童
扶
養
手
当
の
受
給
権

者
は
毎
年
８
月
∼
９
月
初
旬
、
所
得

状
況
届
の
提
出
が
必
要
で
す
。本
年

度
も
事
前
に
お
知
ら
せ
す
る
通
知

を
ご
確
認
の
う
え
、
届
け
出
を
し
て

く
だ
さ
い
。

問い合わせ

　　　　保育児童課　児童福祉係（☎内線318）

問い合わせ

　　　　保育児童課　児童福祉係（☎内線318）

ご存じですか　特別児童扶養手当

※

令
和
元
年
11
月
分
の
児
童
扶
養

手
当
の
支
給
を
受
け
る
父
ま
た

は
母
で
、
基
準
日
⎝
10
月
31
日
⎠

に
お
い
て
こ
れ
ま
で
法
律
婚
を

し
た
こ
と
が
な
い
者
⎝
同
日
に

お
い
て
事
実
婚
を
し
て
い
な
い

者
ま
た
は
事
実
婚
の
相
手
方
の

生
死
が
明
ら
か
で
な
い
者
に
限

る
⎠

支
給
額　

１
万
７
‚
５
０
０
円

申
請
期
間　

令
和
元
年
度
児
童
扶

養
手
当
現
況
届
受
付
期
間

支
給
時
期　

原
則
と
し
て
令
和
２

年
１
月
に
支
給

そ
の
他　

「
未
婚
の
児
童
扶
養
手

当
受
給
者
に
対
す
る
臨
時
・
特

別
給
付
金
」
の
〝
振
り
込
め
詐

欺
„
や
〝
個
人
情
報
の
搾
取
„

に
ご
注
意
く
だ
さ
い
。

問い合わせ　保育児童課　児童福祉係（☎内線318）

ご存じですか　児童扶養手当

問い合わせ

　　　　　国保年金課　公費医療係（☎内線３０５）

ひとり親家庭等医療証の更新

問い合わせ

　　　  国保年金課　公費医療係（☎内線３１５）

重度障害者医療証の更新について

未婚の児童扶養手当受給者に
給付金が支給されます

　

重
度
障
害
者
医
療
証

の
更
新
は
、
市
が
受
給

資
格
の
審
査
を
行
い
ま

す
。

　

認

定

可

能

な

場

合

は
、
医
療
証
を
９
月
中

旬
に
送
付
し
、
所
得
制

限
な
ど
で
認
定
で
き
な

い
場
合
は
、
そ
の
旨
の

通
知
を
送
付
し
ま
す
。

　

な
お
、
市
に
本
年
度

の
所
得
情
報
が
な
い
場

合
は
、
所
得
の
確
認
が

必

要

に

な

り

ま

す

の

で
、
別
途
案
内
を
８
月

中
に
送
付
し
ま
す
。

　

消
費
税
率
の
改
定
に

伴
い
、
各
施
設
の
使
用

料
や
貸
付
料
な
ど
を
改

定
し
ま
す
。

　

10
月
１
日
以
降
の
使

用
で
あ
っ
て
も
、
事
前

に
予
約
登
録
を
行
い
、

９
月
末
日
ま
で
に
使
用

料
の
納
付
が
完
了
し
て

い
る
場
合
は
、
改
定
前

の
使
用
料
が
適
用
さ
れ

ま
す
。

　

10
月
１
日
以
降
に
申

請
の
内
容
を
変
更
し
た

場
合
は
、
新
料
金
が
適

用
さ
れ
ま
す
。

問い合わせ

　　　　　　　経営企画課　財政係（☎内線502）

10月１日から施設使用料などを改定します

行政行政

行政

手続き手続き 手続き

手続き手続き
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太
宰
府
市
民
遺
産
を
題
材
と
し
た
絵
画
作
品
を
募
集
し
ま
す
。

問い合わせ　文化財課　調査係（☎内線472）

太宰府市民遺産こども絵画
コンテスト作品募集！

　

第
42
回
市
民
文
化
祭
の
作
品
と

出
演
者
を
募
集
し
ま
す
。
こ
の
機

会
に
日
ご
ろ
の
成
果
を
発
表
し
て

み
ま
せ
ん
か
。

期
日　

11
月
３
日
⎝
日
・
祝
⎠
・

４
日
⎝
月
・
振
休
⎠

応
募
要
項

ス
テ
ー
ジ
の
部　

謡
曲
・
詩
吟
・

コ
ー
ラ
ス
・
楽
器
演
奏
・
舞
踊
・

民
謡
・
歌
謡
・
各
種
ダ
ン
ス
そ

の
他
芸
能
全
般
。
原
則
１
人
１

ス
テ
ー
ジ
の
み
出
演
可
。
希
望

者
多
数
の
場
合
は
抽
選
す
る
こ

と
が
あ
り
ま
す
。

展
示
の
部　

和
裁
・
洋
裁
・
絵
手

紙
・
表
装
・
彫
刻
・
盆
栽
な
ど
。

　毎年、精霊送りのお供え物が道や川に放置され

ており、とても不衛生です。このようなことがな

いように、次の会場にて合同供養祭を執り行いま

す。お供え物を持参のうえお参りください。

１
人
１
部
門
に
つ
き
１
点
。
部

門
が
違
え
ば
複
数
出
品
が
で
き

ま
す
。

※

作
品
の
サ
イ
ズ
な
ど
、
詳
し
く
は

申
込
書
を
ご
確
認
く
だ
さ
い
。

対
象　

市
内
在
住
・
在
勤
・
在
学

の
人
。
市
内
の
団
体
・
サ
ー
ク

ル
に
加
入
し
て
い
る
人
も
可
。

申
込
締
切　

ス
テ
ー
ジ
の
部
、
展

示
の
部
と
も
に
８
月
31
日
㈯

申
し
込
み　

市
内
公
共
施
設
に
配

架
し
て
い
る
申
込
書
に
必
要
事

項
を
記
入
し
、
市
民
文
化
祭
実

行
委
員
会
事
務
局
⎝
中
央
公
民

館
内
文
化
学
習
課
⎠
ま
で
。

　

太
宰
府
市
民
遺
産
全
14
件
に
つ

い
て
は
、
現
在
、
文
化
ふ
れ
あ
い

館
で
開
催
中
の
「
認
定
！
太
宰
府

市
民
遺
産
展
」
⎝
会
期
：
９
月
16

日(

月
・
祝)

ま
で
、
入
場
無
料
⎠

で
詳
し
く
紹
介
し
て
い
ま
す
の

で
、
ぜ
ひ
ご
覧
く
だ
さ
い
。

対
象　

市
内
在
住
ま
た
は
在
学
の

小
学
４
∼
６
年
生

応
募
点
数　

１
人
に
つ
き
１
枚

⎝
絵
の
題
材
に
す
る
市
民
遺
産

は
複
数
で
も
可
⎠

用
紙　

八
つ
切
り
画
用
紙
⎝
折
り
曲

げ
ず
に
提
出
し
て
く
だ
さ
い
⎠

画
材　

自
由

作
品
受
付　

市
役
所
２
階
文
化
財

課
⎝
平
日
の
み
⎠
。
通
っ
て
い

る
市
内
小
学
校
を
通
じ
て
応
募

す
る
こ
と
も
で
き
ま
す
。

締
め
切
り　

９
月
20
日
㈮

　

募
集
要
項
・
応
募
用
紙
を
文
化

財
課
窓
口
で
配
布
し
て
い
る
ほ

か
、
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で
も
ダ
ウ

ン
ロ
ー
ド
で
き
ま
す
。

問い合わせ
　　文化学習課　文化学習係　☎（９２１）２１０１

第42回市民文化祭作品出展・
ステージ出演者募集

問い合わせ
　　　環境課　ごみ減量推進係 (☎内線３６１)

合同供養祭を開催します

日
時　

８
月
19
日
㈪

　

午
後
３
時
∼
４
時

場
所　

い
き
い
き
情
報

セ
ン
タ
ー
２
階　

多
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問い合わせ
　　元気づくり課（保健センター）　☎（９２８）２０００

元気づくりポイント対象事業
第２回済生会二日市病院健康講座
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問い合わせ

（電話帳、配布に関すること）　タウンページセンター　☎０１２０（５０６）３０９

（「市民便利帳」に関すること）　経営企画課　広聴広報係（☎内線５１４）

「タウンページ」と「市民便利帳」の
合冊版を配布します
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受付・合同供養

午後6時～8時30分

受付　　　　午後5時～

合同供養　午後7時～7時30分

受付・合同供養

午後5時～8時30分

受付・合同供養

午後4時～8時

合同供養の受付・時間

期日　８月15日㈭
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